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【問】企画財政課　統計担当　☎889-0187

令和２年　国勢調査

調査員が約１００名不足しています。
　令和2年10月1日を調査期日として、全国一斉に国勢調査が実施されます。
　現在南風原町では、国勢調査の調査員が町内全域で約100名不足していま
す。随時申込を受け付けておりますので、調査にご協力いただける方はぜひ
応募していただきますようお願いします。
　皆さまのご協力よろしくお願いいたします。
■任用期間について：令和2年8月下旬から10月下旬まで（予定）
■報酬について：約3万5千円（1調査区・概ね70世帯受持ちの場合）
　※受持ち調査区数や調査世帯数により異なります。
■応募資格：１．原則として20歳以上の方
　　　　　　　　詳細についてはこちらから＞＞＞＞＞
■申込期間について：
　令和2年7月31日（金）まで（但し、土、日、祝日は除きます）

検索南風原町国勢調査

★詳しくは企画財政課 統計担当までご連絡下さい。
※申込された方全員が必ずしも採用されるわけではありませんのでご了承下さい。

後期高齢者医療制度被保険者の皆様へ

お近くでも気軽にどうぞ

☎855-2114
大南タクシー無線

【問】国保年金課　健康づくり班 (ちむぐくる館 )　☎889-7381

【問】国保年金課　健康づくり班 (ちむぐくる館 )　☎889-7381

【問】 ●沖縄県介護保険広域連合  会計課  ☎911-7503　　●保健福祉課　高齢者福祉班　☎889-4416

沖縄県後期高齢者医療広域連合  　☎963-8012
【問】国保年金課　後期高齢者医療担当  ☎889-1798

～介護保険料に関するお知らせ～～介護保険料に関するお知らせ～～介護保険料に関するお知らせ～
【介護保険料の軽減について】
　令和元年10月からの消費税の引き上げにともない、社
会保障充実の１つとして、住民税非課税世帯の介護保険
料の負担軽減を行います。
　軽減対象となる保険料段階は、第1～3段階で、令和２
年度の介護保険料が変更となります。

新型コロナウイルス感染症の影響により、介護保険料の納付が
困難な場合、介護保険料の徴収猶予や減免ができる場合があり
ます。個別の事情により必要書類が異なりますので、お問い合わ
せ先までご相談ください。

【新型コロナウイルス感染症の影響により介護保険料の納付が困難な方へ～】

◆軽減される保険料段階の保険料
平成31年度（年額） 令和2年度（年額）
【第1段階】
27,761円
【第2段階】
46,268円
【第3段階】
53,670円

【第1段階】

22,208円
【第2段階】

37,014円
【第3段階】

51,820円

軽
減
後

軽
減
後

後期高齢者医療制度被保険者の皆様へ後期高齢者医療制度被保険者の皆様へ
令和2年8月から被保険者証が切り替わります（更新）
（有効期限は令和3年7月31日となります）
※被保険者証の色（ピンク）は変更ありません

●新しい保険証は７月下旬までに南風原町から簡易書留で郵送
　又は窓口等で交付します。
●保険料の金額決定通知（賦課決定通知書）も別の封筒で７月中旬頃に
　発送しますので、届きましたら封筒の中身を必ず確認してください。
【保険料は安心・確実・便利な口座振替をご利用ください】

※①・②・③・④を持参して金融機関で申込を行ってください。

①通帳　②通帳の銀行印　③被保険者証（ピンク）
④賦課決定通知書

軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業
　身体障害者手帳の交付対象とならない軽度または中
等度の難聴児に対し、補聴器の購入または修理に要す
る費用の全部または一部を助成する制度です。
※助成対象者の属する世帯の所得状況により本制度を利用できない場
　合があります。
※他の法令の規定による支給が受けられる場合は助成対象外となります。

●町内に住所を有する18歳未満の者
●両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者
　手帳の交付対象とならない者のうち、補聴器を装用
　することにより言語の習得等の一定の効果が期待で
　きると医師が判断する者であること。
本制度の利用には事前の申請が必要です。詳しくは下
記連絡先へお問い合わせ下さい。
【問】保健福祉課　障がい者福祉班  ☎889-4416

対 象 者

この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保、万が一の事故
などで障害を負ったときの障害年金の受給資格を確保することがで
きます。

令和2年度 国民年金保険料
【免除・納付猶予】の申請について

～国民年金からのお知らせ～

（学生の方は、学生納付特例制度をご利用ください）

●申請受付開始日：2020年7月1日（水）

●申請対象期間：2020年7月から2021年6月まで
●申請受付場所：南風原町 国保年金課（1階 5番窓口）
●申請受付時間：8時30分から17時15分まで

●必　要　書　類：免許証、認め印
※2019年1月以降に離職がある場合は離職票
　を持参ください

※土日、祝日は受付できません

健 康 ・  育 児 だ よ り ◆場所：ちむぐくる館
　　　（宮平697番地10）

    ☎889-7381

：7月 11日 ( 土 )・7月 19日 ( 日 )　受付 /8時 40分～10時 30分
：7月   9 日 ( 木 )　受付 /13時～14時 30分
：7月   2 日 ( 木 )・7月 30日 ( 木 )　受付 /13時～14時 30分
：7月 16日 ( 木 )　受付 /13時～14時 30分

乳 児 一 般 健 診
1歳 6ヶ月児健診
２ 歳 児 健 診
３ 歳 児 健 診

：7月 8日 ( 水 )　受付 /前半 13時～13時 10分、後半 14時 15分～14時 25分７ ヶ 月 児 相 談教室・相談会

健診相談

☆各対象者には個別通知しています。

を受けて特定健診
Ｔポイント

☆８月・９月 集団健診日程☆

詳しくは町ホームページへアクセス！
40才～74才の
国保加入者

予約先 健康づくり財団　電話（098）889－6492　受付時間（8：30～16：00） 　

※人数に達し次第、受付終了となりますので予約をお願いします。

※受診に必要なもの ●健康保険証　●長寿受診券（75歳以上の方） 　●がん検診受診券または40歳未満受診券

健　診　日

8月16日（日）
電話予約受付日

7/13（月）・7/14（火）
対象区域

全区域

8月24日（月） 7/27（月）・7/28（火） 大名・北丘ハイツ・宮平ハイツ・慶原
第一団地・第二団地

9月　8日（火） 8/11（火）・8/12（水） 本部・喜屋武・照屋・神里

健診場所

ちむぐくる館

受付時間 胃がん（バリウム）

○
8:30

～

10:00

をもらおう！
300
ポイン

ト

☆婦人がん 集団検診日程☆

予約先 国保年金課　健康づくり班　電話（098）889－7381　受付時間（8：30～17：00） 　
乳がん検診の予約について　期間：令和2年7月1日(水)～定員に達するまで

※受診に必要なもの ●健康保険証　 ●がん検診受診券または40歳未満受診券

健　診　日

8月　3日（月）
8月18日（火）
9月　4日（金）

健診場所

ちむぐくる館

受付時間

14:00
～

15:00

予約方法

当日受付のみ

事前電話予約

自己負担額

1,000円

0円

対象年齢

20歳以上

50歳以上

検査項目

子宮頸がん

乳がん

※令和2年4月1日～令和3年
　3月31日までに受診された
　方が対象です。

※健診を受診する際はマスク着用にご協力ください。また、下記のいずれかに該当する方は、受診を見合わせて頂きますよう、
　よろしくお願いいたします。
●体調不良の方　　●海外から帰国後14日以内の方　●新型コロナウイルス感染症の健康観察中の方

　40歳、50歳、60歳、70歳になる町民
の方は、指定歯科医療機関で歯茎や歯
肉など口の中の健康状態をチェックす
る歯周病検診を受診できます。事前に
指定歯科医療機関へ予約し、受診して
ください。※受診の際は受診券が必要
です。
　自己負担額：1,000円（町補助額：
3,500円）※生活保護受給の方は自己
負担額免除。被保護証明書をお持ちく
ださい。

受診券の発行を希望される方は身分証明書と印鑑をご持参の上、ちむぐくる館までお越しください。

歯周病検診が始まります！歯周病検診が始まります！歯周病検診が始まります！7月1日より

◆指定歯科医療機関（事前にご予約が必要です）

み な み 歯 科 医 院
よなみね歯科クリニック
一日橋むらた歯科医院
高 橋 歯 科 医 院
まじきな歯科クリニック
み の る 歯 科
けん歯科クリニック
メディカルプラザ歯科

宮平248－5
宮平59－2
兼城516－1
兼城563－1－２F
新川215－3
津嘉山1371－3
津嘉山1597－3
与那覇283－3F

8 8 8 － 1 4 8 2
8 0 0 － 7 0 0 5
8 8 9 － 6 4 8 0
8 8 9 － 5 6 5 5
9 9 6 － 1 5 0 6
8 8 8 － 5 4 8 9
8 8 9 － 0 0 1 1
8 8 8 － 6 4 8 0

歯 科 医 院 名 電 話 番 号 住 　 　 所

※相談会の状況により受付時間が前後する場合があります。                                 
●各対象者への通知は1回のみです。　●健診について、以前通知を受け、受診されていない方は上記の該当する健診の日に受診することができます。


